
評価委員氏名

評価基準　（１）市民参加の手法の組み合わせは十分か

　　　　　　　　（２）市民参加の回数等は十分か

　　　　　　　　（３）工夫しているか

№ 対象事項

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】6
あんジョイプラン１０の策
定

令和４年度　市民参加対象事項（予定）評価シート

評価・意見（市民参加の手法の適切さ、工夫点等）

1
第９次安城市総合計画
の策定

2
第３次安城市市民協働
推進計画の策定

3
第５次安城市男女共同
参画プランの策定

4

5
第７期安城市障害福祉
計画及び第３期安城市
障害児福祉計画の策定

第５次安城市地域福祉
計画の策定
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評価基準　（１）市民参加の手法の組み合わせは十分か

　　　　　　　　（２）市民参加の回数等は十分か

　　　　　　　　（３）工夫しているか

№ 対象事項 評価・意見（市民参加の手法の適切さ、工夫点等）

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

【その他市民参加の推進全般に関するご意見等】

11
全県域汚水適正処理構
想及び下水道事業基本
計画の見直し

9
（仮称）安城市地域公共
交通計画の策定

10
一般廃棄物処理基本計
画の策定

7
第３次安城市食料・農
業・交流基本計画の策
定

8
第三次安城市都市計画
マスタープランの中間見
直し
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